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ウ
イ
グ
ル
人
強
制
労
働
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
マ
イ
ク
・
ポ
ン
ペ
オ
国
務
長
官
（
当
時
）
は
、
令
和
三
年
一
月
十
九
日
、
「
得
ら
れ
た
事
実
を
慎
重
に

分
析
し
た
結
果
、
本
職
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
一
七
年
三
月
か
ら
、
中
国
共
産
党
の
指
導
・
統
制
下
に
あ
る
中
華
人
民
共
和
国

（
中
国
）
は
、
新
疆
の
主
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ウ
イ
グ
ル
人
や
他
の
民
族
的
・
宗
教
的
少
数
集
団
に
対
し
て
、
人
道
に
対

す
る
罪
を
犯
し
た
と
認
定
し
た
。
」
と
発
表
し
、
そ
の
人
道
に
対
す
る
罪
の
中
に
「
強
制
労
働
」
が
含
ま
れ
る
と
し
た
。 

 

国
際
連
合
人
権
理
事
会
の
小
保
方
智
也
特
別
報
告
者
（
現
代
的
形
態
の
奴
隷
制
担
当
）
は
、
令
和
四
年
七
月
十
九
日
付
の
報

告
書
の
中
で
、
「
本
職
は
、
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
い
て
、
ウ
イ
グ
ル
人
、
カ
ザ
フ
人
そ
の
他
の
少
数
民
族
に
よ
る

強
制
労
働
が
、
農
業
や
製
造
業
と
い
っ
た
産
業
分
野
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
妥
当
と
考
え
る
。
」

「
過
度
の
監
視
、
虐
待
的
な
生
活
環
境
及
び
労
働
環
境
、
拘
禁
に
よ
る
行
動
制
限
、
脅
迫
、
肉
体
的
・
性
的
暴
力
及
び
そ
の
他

の
非
人
間
的
又
は
屈
辱
的
な
扱
い
を
含
む
、
被
害
を
受
け
た
労
働
者
が
強
制
労
働
中
に
行
使
さ
れ
た
実
力
の
態
様
や
程
度
を
考

え
る
と
き
、
幾
つ
か
の
事
案
は
、
人
道
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
奴
隷
化
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
独
立
し
た
分

析
に
値
す
る
。
」
と
述
べ
た
。 

 

中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
、
ウ
イ
グ
ル
人
等
の
少
数
民
族
の
強
制
労
働
に
つ
い
て
、
次
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た



 

２ 

 

い
。 

一 
「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
中
国
に
よ
る
ウ
イ
グ
ル
人
へ
の
人
権
侵
害
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆

質
二
〇
四
第
三
九
号
）
に
、
「
我
が
国
と
し
て
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
深
刻
に
懸
念
し
て
い

る
。
」
と
あ
る
が
、
政
府
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
い
て
、
強
制
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
。
政
府
の
知

る
と
こ
ろ
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 

二 

Ｇ
７
の
各
国
に
お
い
て
、
自
国
で
事
業
を
行
う
企
業
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
強
制
労
働
等
の
人
権
侵
害
に
関
与

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
様
々
な
法
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
、
少
な
く
と
も
人
権
侵
害
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

地
域
を
指
定
し
て
、
当
該
地
域
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
含
ま
れ
る
企
業
に
対
し
て
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実

施
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
強
制
労
働
等
の
深
刻
な
人
権
侵
害
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
直
ち
に
取
引
を
停
止
し
て
政
府

に
報
告
す
る
義
務
を
課
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


